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環境省は平成１６年度水質汚濁物質排出量総合調査の結果概要をまとめ、１７年７月１５日付けで発表

しました。 

 この調査は水質汚濁防止法の特定施設設置工場・事業場のうち、一律排水基準が適用されている

特定事業場４万４,０７８事業場を対象に、１５年度排出水の自主測定結果を１６年１２月時点でアンケート調

査したものです。 

 調査票に基づき、都道府県・政令市別の対象事業所数、特定施設の種類ごとの排水量、規制物質排

水濃度について整理を行っています。 

 なお４万４,０７８事業場のうち有害物質排出のおそれがあると区分された事業場数は、１日あたり 

５０立方メートル以上の排水量がある事業場で８,２７１件、同５０立方メートル未満の事業場で１万９２件で

した。 

   

 資料：2005 年 7 月 15 日付 EIC ネット 

    2005 年 7 月 15 日付 環境省 HP 報道発表資料 

総務箇所 横山美代子 

 

 

水質汚濁物質排出量調査結果　環境省


